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（有）きたもっく
群馬県吾妻郡
長野原町

R5.5.29
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第122条

木材加工用丸のこ盤に割刃を取り付け
る等により反ぱつ防止予防装置を設け
ていなかったもの

R５.５.29送検

（有）タムラ造園土木
群馬県多野郡
神流町

R5.7.14
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第478条

立木を伐木してかかり木が生じた際、かか
り木が激突することにより危険が生じる箇
所に立入禁止措置が講じられていなかった
もの

R５.７.14送検

（株）阿久澤建設 群馬県前橋市 R5.8.21
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

同社敷地内においてガードレール基礎の型
枠固定作業を行わせる際、地上からの高さ
が５ｍ以上の箇所に手すり等の墜落防止措
置を講じなかったもの

R５.８.21送検

（株）細川洋行
　　　　群馬藤岡工場

東京都千代田区 R5.8.22
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

製袋機の調整作業を行わせるに当たり、同
機械の運転を停止させないで同作業を行わ
せ、設備による危険を防止するための措置
を講じなかったもの

R５.８.22送検

（有）佐藤建設工業
群馬県利根郡
みなかみ町

R5.8.31
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第481条

伐倒木作業に当たり、立木の高さの２倍に
相当する距離を半径とする円形の内側に労
働者を立ち入らせたもの

R５.８.31送検

上毛建設（株）
群馬県利根郡
みなかみ町

R6.1.15
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条

建設機械であるブレーカを用いて掘削作業
を行わせるに当たり、誘導員を配置し誘導
させることなく、危険が生じる箇所に労働
者を立ち入らせたもの

R６.１.15送検

塚本建設（株）
群馬県多野郡
神流町

R6.2.22
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条

高さ約14メートルの法面上でロープ高所作
業用のロープの設置作業を行わせていた
際、墜落による危険を防止するための措置
を講じなかったもの

R６.２.22送検

岩井建設（株） 群馬県富岡市 R6.2.22
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第530条

墜落により危険を及ぼすおそれのあった約
４メートル上の放水路内の掘削された箇所
に、ダンプトラックの運転手を立ち入らせ
たもの

R６.２.22送検
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